
時 の 話 題～ 平成１９年度 第１５号（Ｈ１９．７．３１調査情報課）～ 

コムスン不正事件に 

見る介護サービス 

 平成１２年に介護保険制度が導入されて以降、民間事業者

の参入が急速に拡大している。一方で、指定取消等処分を受

ける事業者も後をたたず、㈱コムスンの不正事件は、大きな

不安を与えた。虚偽申請や基準違反に対する監視強化ととも

に、継続的なサービスの受給支援が求められている。 

１ 介護保険制度の概要 

 介護を必要とする高齢者の増加や核家族による介護する人の高齢化、介護期間の長期化

などにより、家族だけで支えることが困難な状況となってきたため、平成１２年４月「介

護保険制度」が導入された（図１）。介護という誰もが直面する問題に対して、家族だけで

はなく、社会全体で支え、安心して住みなれた地域で可能な限り自立して生活することを

支援している。サービス提供機関は、それまでの自治体や社会福祉法人に加え、ＮＰＯや

民間事業者などが参入し、多様なサービスが展開されている。 
 

図１ 介護保険制度の概要 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：厚生労働省「介護保険制度の概要」より作成 
 
 介護保険料は、４０歳以上が保険

料を支払い、区市町村が特別会計を

設置して運営する。サービスの提供

に対し、被保険者が１割、保険者が

９割を負担する。また、介護保険法

に定める都道府県の役割は、区市町

村が行う業務への協力・援助や、事

業所の指定、更新、取消などである。

 

■介護保険法に定める主な都道府県の役割 

○区市町村が行う業務への協力・援助（第38条） 

○介護支援専門員の試験・研修・登録（第69条の2） 

○指定居宅サービスなど事業者の指定及び６年ごとの更新

（事業所ごとに実施）（第70条など） 

○適正な指定居宅サービス事業などを運営するための基準

遵守を勧告（第76条の2など） 

○事業者に対する指定取消（第77条など） 
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健康保険組合等が毎月

の給与などから徴収 

 

○原則年金から天引き 

○市区町村の個別徴収 

※18～20 年度：4090 円（全国平均・月額）
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（１）民間事業者の参入 

図２ 事業所・施設数の年次推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査結果の概況」 

  介護保険制度導入か

らの事業所数等の推移

を見ると、老人福祉施設

などの介護保険施設数

はほぼ横ばいとなって

いる。一方、平成１８年

の訪問系介護は、１２年

と比較して７０％増の

２８，６３１事業所に、

通所系介護は、同比較で

倍増して２５，５９１事

業所となった（図２）。 

また、平成１７年の事

業所・施設の設置者種別

は、民間企業が１２，７５４

事業所で全体の４５％

を占めており、介護保険

制度の導入から、わずか

６年間で急速に拡大し

ている（図３）。 

図３ 民間企業の割合（平成１７年） 
  （※訪問系介護のみ） 

 

 

 

 

 

 
 

出所：厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査結果」 

［参考］主な介護関連企業シェア 

 

 

 

 

 

 

 

出所：時事通信 

 

（２）指定取消等処分 

図４ 指定取消等処分を受けた事業所・施設数 
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出所：厚生労働省「全国介護保険事業者指定・指導監査担当者会議資料」

  民間事業者の参入により、介護

サービスを提供する体制は飛躍的

に整備されている。しかし、一方

で、架空時間や回数の水増しによ

るサービス提供や虚偽の指定申請

などにより、指定取消等処分を受

けた事業所・施設数は、７年間で

４７８件となっている。平成１８

年度は、サービス内容等の情報公

開の義務付け、指定取消しに連座

制を導入するなどの介護保険法改

正があり、６９件と減少した（図

４）。また、７年間の指定取消等処

分があった事業所等を設置者別に

みると、民間企業が３２５件と全

体の６８％を占めている（表１）。

 

表１ 設置者別指定取消等処分数 

民間企業
特定非営利

活動法人
医療法人

社会福

祉法人

地方公 

共団体 
その他 合計 

325 44 55 31 4 19 478
 
出所：厚生労働省「全国介護保険事業者指定・指導監査担当者会議資料」  

7年間で478件 （事業所数・施設数） 
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（26%）
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4114
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ＮＰＯ

1175（4%）

地方公共団体

401（1%）



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
株式会社コムスンの不正事件 

 
東京都 廃業届の提出 

指定取消処分 

の手続き中 

 
コムスンは、連座制の適用により、一つの事業所の取消で全ての

更新ができなくなるのを避けるため、「不正を指摘された事業所を

自主廃業する」という手段で、処分を逃れた。 

（※６月５日現在 岡山県・青森県・群馬県・兵庫県でも同様）

不正行為 

介護報酬の 

不 正 請 求 

指定申請時に記載のあった非常勤の訪問介護員等

について、指定申請時からの雇用実態が確認でき

ないなど 

不正行為 

 
国保連合会 

 
厚生労働省 

 
コムスンに事業所の新規指定や更新を平成２０年４月から２３年

１２月まで認めないとする処分を通知した。 

しかし、親会社グットウィルグループは、「単なる名義変更」「処

分逃れ」ともとれるコムスンの全事業をグループ内企業に譲渡す

ることを決定。 

脱法行為 事業所の新規 

及び更新指定 

不許可処分 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ内企業

への事業譲渡 

 
東京都 

虚偽申請 

立ち入り検査 
コムスンが指定申請時から管理者やサービス提供

責任者の不在等の人員基準違反があるとして、介護

保険法に基づき、都内にある同社の事業所約５０か

所の立入検査（監査）を実施した。 

不正事実判明 

 
厚生労働省 

コムスンの不正問題を受け、厚生労働省は、全

国展開している訪問介護事業所が虚偽申請を

行っていないか、速やかに監査するよう都道府

県に通知。 

「ｸﾞﾙｰﾌﾟ内企業への事業譲渡は到底国民・利用者に納得は得られ

ない」などとして、撤回を求める行政指導を行った。コムスンは、

平成２０年４月以降を目途に、外部への事業譲渡を表明した。譲

渡先はできるだけ早い時期に選定する。 
 

厚生労働省 

撤回を求める 

行 政 指 導 

自治体が認定した不正額は 12 都県で約５億円

であることがわかった。20道府県で監査中 

（7月 21日現在 読売新聞調査）



 

 
 

東京都 ●都議会は、平成１９年第2回東京都議会定例会で、次のような「株式会社

コムスンの不正行為問題対策に関する意見書」を全会一致で可決し、国会

及び政府へ提出した。 

① 更新時期までの介護サービスの提供及び他の事業者への円滑な移行を指導
② 速やかに譲渡先を決定できるよう、国の責任で指導 
③ 不適正な事業者の徹底排除に向けた早急な法整備 

 

●7 月に福祉保健局は、コムスンが行ったような行政処分逃れの行為を防ぐ

ため、厚生労働省に対して次のような「介護保険法等関係法令の改正を求

める緊急提案」を行った。 

① 居宅サービス等の廃止届を事前届出制に改めるとともに、利用者の移行を
確認できる仕組みとする。 

② 処分逃れを目的とした事業譲渡を規制。 
③ 「不正又は著しく不当な行為をした者」の解釈及び適用基準を明確化する。
④ 不正な手段により指定を受けた場合及び不正請求を行った場合の罰則規定
を設ける。 

国 

（厚生労働省） 

●7 月になり、介護サービス事業者の不正事案の再発を防止し、介護事業運

営の適正化を図るために設置した「介護事業運営の適正化に関する有識者

会議」の初会合を開催した。広域的な介護サービス事業者への規制の在り

方などをテーマに、秋までに報告をまとめ、必要な場合は法改正も行う予

定である。 

 

 

 
 
 文京区が設置し、社会福祉法人 同胞互助会を指定管理者として運営

している文京区立特別養護老人ホーム「くすのきの郷」が、平成１４年

２月から１９年２月の５年間で、雇用関係のないフィリピン人ボランテ

ィアを夜勤体制に組み入れ、夜間勤務条件基準を満たしているように偽

って介護報酬約４６００万円を不正に受給していた。 

 都は、同区に対し指定取消処分を下した。特養ホームが介護事業所の

取消処分を受けるのは初めてで、自治体が処分対象となるのは極めて異

例である。         （東京新聞 平成１９年６月１９日より）

 
記者会見で謝罪 

する文京区長 

 

３ 安心できる介護サービスの確保 

 本格的な高齢社会を迎え、介護サービスの需要が増大する中で、民間事業者の果たす役

割はますます重要となる。一方で、指定取消等処分を受ける民間事業者も後をたたず、全

国展開しているコムスン事件の発覚により、介護サービスへの不安は増大した。 

国による不正行為を防ぐための関係法令改正はもちろんであるが、都は、市町村及び特

別区と連携して、虚偽申請や基準違反の監視を強化するとともに、取消処分を実施した場

合にも、利用者が継続的に安心してサービスを受けられるよう支援していくことが必要で

ある。 
 

 
それぞれの主な対応 

文京区立特養、４６００万不正受給 都、介護指定取消しへ 


